
令和７年度厚木市市民協働推進委員会第４回会議次第 

 

日時 令和７年 12 月 17 日（水）午前 10 時から  

場所 第二庁舎４階 教育委員会会議室     

  

 

 

１ 開 会 

 

 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

 

 

３ 案 件 

(1) 令和６年度厚木市市民協働推進条例の運用状況に対する意見書について 

資料１ 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

５ 閉 会 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【対象年度 令和６年度】 

厚木市市民協働推進条例 

運用状況に対する意見書 

令和７年〇月  

厚木市市民協働推進委員会 



1 

 

 

 

 

 

運用状況 □妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

〇 令和5年度に比べ市民活動団体の増加並びに市民サポ 

ート業務委託が顕著に増加しており順調と思われる。 

 厚木市の自治会加入率が年々減少しています。（令和

6年度55.8％から令和7年度53.2％）このままでは、５０％

を切る日もそう遠くではないと思われます。 

加入率促進のための切り札（メリット）があればいい。 

 

〇 市民活動団体の立上げや活動継続に金銭的課題は付

いて回りますので、活動発展・地域福祉推進のために財政

的支援は積極的に続けていただきたいです。 

 

〇 特にボランティアに関する相談件数が増え、ボランテ

ィアに興味を持つ方が増えたことがよいと思います。 

どんな悩みがあるのかＱ＆Ａがあると同様の悩みが

ある団体などの役に立つと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 市は、市民協働を推進するための施策を策定し、及び実施するとともに、

市民に対し市民協働が円滑に行われるために必要な財政的支援、助言等を行うも

のとする。 

２ 市は、市職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行う

ことにより、市民協働の推進の円滑化に努めるものとする。 

３ 市職員は、事務事業の執行に当たっては、常に市民協働の観点から検討を行

い、市民協働の推進に、市民及び市民活動団体が参加しやすい仕組みづくりに努

めるものとする。 

（市等の責務） 

□妥当  ８人 □おおむね妥当 １人 □不十分  人 
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運用状況 □妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

〇 市民協働提案事業も５団体から７団体に増加してお

り順調と思われます。 

 

〇 市民協働に関する職員研修で培った視点が行政提案

事業等に反映されていくことを期待します。 

 

〇 コロナ禍が落ち着き、市民協働事業も活発化している

ことが伺えます。 

 

（市民協働事業） 

第７条 市民協働の担い手は、基本原則にのっとり、様々な形態により、市民協働

事業を推進するものとする。 

２ 市民協働の担い手は、自らの特性をいかした市民協働事業を提案することが

できる。 

３ 前項の提案について必要な事項は、市長等が別に定める。 

４ 市は、実施した市民協働事業に関し、必要に応じ、目的、内容、成果等を公開

し、当該事業の公正性及び透明性の確保に努めるとともに、その評価の結果を公

表するものとする。 

５ 市は、市の業務のうち、市民及び市民活動団体の特性をいかすことのできるも

のについて、当該業務を委託する等の機会の確保に努めるとともに、これらのも

のに対し必要な情報を提供するものとする。 

□妥当  ８人 □おおむね妥当 １人 □不十分  人 
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運用状況 □妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

〇 参加人数が少ないように思える。 

  22万人都市として、目標値が必要なのでは？ 

 

 

 

第８条 市は、市民協働を推進するため、研修その他学習の機会を確保し、市民協

働の担い手となる人材の育成に努めるとともに、市民に対し市民協働の理解を深

めるため、その意義について啓発するよう努めるものとする。 

（人材育成等） 

□妥当  ７人 □おおむね妥当 １人 □不十分 １人 
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運用状況 □妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

〇 防災訓練（８月31日）に参加しましたが、小学校体育

館（避難所指定）の中は猛暑のため蒸し暑く、参加されて

いる高齢者の体調に不安を感じました。防災の日に防災訓

練を行う意義は感じますが、温暖化による猛暑がこれから

も続くことが考えられるため、開催日の変更もしくは避難

所指定の小学校、中学校、各地区公民館の体育館にエアコ

ン（停電時は自主発電）を早急に設置する必要があると思

われます。 

 

〇 ボランティア保険の加入手続きの際、市民活動補償制

度や災害救援ボランティア活動補償制度も併せて紹介し

ておりますが、初めて聞くという方が多いです。広報あつ

ぎ等市民協働に関する周知の際、活動支援として一緒に情

報提供をされてもいいのではと思います。 

 

〇 地域集会施設の建て替えを考えてみると、材料費やそ

の他人件費などの高騰により、規定範囲が今のままだと建

て替えの費用が高い為厳しいのではないか？ 

 

第９条 市は、市民協働を推進するための拠点施設及び体制の整備に努めるもの

とする。 

（推進体制の整備） 

□妥当  ６人 □おおむね妥当 ３人 □不十分  人 
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運用状況 □妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

 

 

 

第10条 市民協働を推進するため、厚木市市民協働推進基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

２ 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする｡ 

３ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

４ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

５ 市民協働を推進するための寄附金及び基金の運用から生ずる収益は、一般会計

歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 

６ 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利

率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

７ 基金は、第１項に規定する基金の設置目的のための経費に充てる場合に限り、

その全部又は一部を処分することができる。 

８ 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体

に対して、助成することができる。 

９ 市長は、市民活動団体に前項の助成をしようとする場合は、厚木市市民協働推

進委員会の意見を聴くものとする。 

（市民協働推進基金の設置） 

□妥当  ７人 □おおむね妥当 ２人 □不十分  人 
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運用状況 □妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

〇 委員数も増え、毎回会議で活発な意見が交わされてい

る。 

 

 

（市民協働推進委員会） 

第11条 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木

市市民協働推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければなら

ない。 

３ 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。 

４ 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

□妥当  ７人 □おおむね妥当 ２人 □不十分  人 
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運用状況 

□妥当  □おおむね妥当  □不十分 

市民協働推進 

委員会の意見 

 

 

 

 

 

第12条 市長は、委員会の意見を踏まえ、４年を超えない期間ごとに、この条例の

運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

（評価等） 

□妥当  ７人 □おおむね妥当 ２人 □不十分  人 
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